
熱中症を予防しましょう！ 
～早めの対策が重要です～ 

 

ー 橋本労働基準監督署からのお知らせ 令和６年６月 ― 

 

管内２市３町でも、気温が２５℃を超える日が増えてきました。

熱中症は毎年７月に急激に増えます。６月から、熱中症への備えを

行い、予防しましょう。 

熱中症予防のチェックリストは、こちら。 

 

➤ STOP!熱中症 クールワークキャンペーン 

 

熱中症対策について、詳しくは当署(℡0736-32-1190)までご連

絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pdf/r4_workcool.pdf

